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１【提出理由】

　平成28年６月28日開催の当社第125期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

です。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円　総額　554,849,780円

②　剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年６月29日

 

第２号議案　定款一部変更の件

１.企業経営における迅速な意思決定を目的として、定款第19条の取締役の員数を10名以内から8名以

内に変更する。

２.「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年５月１日に施行され、業務執

行を行わない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い、適

切な人材確保を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第28条及び第38

条の一部を変更する。

 

第３号議案　取締役４名選任の件

取締役として、近光護、岡田明彦、小薗江隆一及び神宮知茂を選任する。

 

第４号議案　監査役３名選任の件

監査役として、橋村義憲、鈴木進一及び堀之内博一を選任する。

 

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、山田義雄を選任する。

 

第６号議案　当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

原方針に替えて新たな「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を導入す

る。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 952,193 946 211 （注）１ 可決　99.68

第２号議案 901,776 51,364 211 （注）２ 可決　94.40

第３号議案      

近光　護 950,212 2,923 211 （注）３ 可決　99.47

岡田　明彦 950,202 2,933 211  可決　99.47

小薗江　隆一 950,218 2,917 211  可決　99.47

神宮　知茂 950,119 3,016 211  可決　99.46

第４号議案      

橋村　義憲 932,435 20,694 211 （注）３ 可決　97.61

鈴木　進一 952,039 1,070 211  可決　99.66

堀之内　博一 906,628 46,501 53  可決　94.92

第５号議案 948,269 4,858 211 （注）３ 可決　99.27

第６号議案 812,864 140,265 211 （注）１ 可決　85.09

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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